
 

 

自殺予防につながる研修会、講演会、相談会等に臨床心理士を派遣します。 

  ◆ 目的 自殺対策に関連する各種の相談窓口や関係団体等においての人材養成や、県民の方に自殺予防や心の健康などについて理解をひろげるために、アドバイザーを派遣し、自殺予防を図ることを目的とします。 
 ◆ アドバイザー派遣の対象 ① 自殺対策に関連する各種相談窓口を実施する関係機関・団体 
② 自殺対策に関連する専門職団体等が開催する研修会 
③ 自殺予防や心の健康づくり等の啓発講演会を開催する関係機関・団体 
④ 関係機関・団体が開催する相談会 
⑤ その他自殺対策に関する事業 

 ◆ アドバイザー派遣に関する経費 アドバイザーの謝金及び旅費は県が負担します。謝金と旅費以外の経費については、派遣を受けた関係機関・団体の負担とします。 
 ◆ 申込み 別紙の「奈良県アドバイザ派遣事業申込書」を記入の上、奈良県精神保健福祉センターに提出してください。アドバイザーとの調整のため派遣を希望する日程の概ね1ヵ月前にはお申込みください。 
 ◆ 報告 事業終了後 1 ヵ月以内に「奈良県アドバイザ派遣事業実績報告書」を提出してください。 
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